
 

 

枚方京田辺環境施設組合職員定数条例 

平成２８年７月１日 

条例第１０号 

令和８年３月１０日条例第４号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７２条第３

項の規定に基づき、職員の定数に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において「職員」とは、枚方京田辺環境施設組合事務局に勤

務する一般職の職員をいう。 

（職員の定数） 

第３条 職員の定数は、１４人以内とする。 

（職員の定数の配分） 

第４条 前条に掲げる職員の定数の事務部局内の配分は、任命権者の定めると

ころによる。 

（定数外） 

第５条 次に掲げる職員は、第３条に規定する職員の定数外にある者とするこ

とができる。 

（１） 会計管理者及び専ら会計管理者の事務を補助する職員（地方自治法（

昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第１７１条第１項に規

定する会計職員をいう。）であって、法第２５２条の１７第１項の規定

により派遣されている職員以外の職員 

（２） 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第

２条の規定により育児休業をしている職員 

（３） 心身の故障等のため長期にわたり職務に従事しない職員 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則 

この条例は、令和８年３月３１日から施行する。ただし、第２条の規定は、

令和８年４月１日から施行する。 


